
　人
の
生
活
の
中
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
で
汚
れ
た
水
が
発
生
し
ま
す
。

ト
イ
レ
か
ら
流
さ
れ
る
し
尿
だ
け
で
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、
台
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お
風
呂
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洗
濯
な
ど
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活
雑
排
水
も
含
め
る
と
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１
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あ

た
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１
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に
約
２
０
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リ
ッ
ト
ル
も
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汚
れ
た
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を
排
出
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て
い
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と
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り
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だ
け
多
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れ

た
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も
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ず
に
そ
の
ま
ま

垂
れ
流
し
て
し
ま
う
と
、
不
衛
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だ
け
で
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く
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然
に
も
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ま
ざ
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な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
汚
れ
た
水
を
微
生
物
の

働
き
に
よ
っ
て
分
解
し
、
き
れ
い
な

水
に
変
え
て
か
ら
川
な
ど
へ
放
流
す

る
た
め
の
装
置
が
合
併
処
理
浄
化
槽

で
す
。 

「
浄
化
槽
」と
は
？

　単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
の

排
水
し
か
処
理
で
き
ま
せ
ん
。
台
所

や
お
風
呂
場
な
ど
か
ら
の
生
活
雑
排

水
は
処
理
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
河
川

へ
流
れ
て
し
ま
い
、
河
川
の
水
質
を

悪
化
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　こ
れ
に
対
し
て
、
合
併
処
理
浄
化

槽
は
ト
イ
レ
の
排
水
に
加
え
て
生
活

雑
排
水
を
全
て
ま
と
め
て
処
理
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
単
独
浄
化
槽
に

比
べ
、
河
川
へ
の
汚
れ
を
約
8
分
の

1
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

　生
活
排
水
を
全
て
処
理
す
る
の
で

悪
臭
や
害
虫
の
発
生
も
抑
え
ら
れ
、

生
活
環
境
も
良
く
な
り
ま
す
。

河
川
へ
の
汚
れ
が

単
独
処
理
浄
化
槽
の

約
8
分
の
1
に
!?

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

合併処理浄化槽の仕組み

BOD
4g

BOD
32g

合併処理浄化槽の設置に補助金を
交付しています
単独処理浄化槽またはくみ取り槽を
使用の方は転換しましょう

合併処理浄化槽の設置に補助金を
交付しています
単独処理浄化槽またはくみ取り槽を
使用の方は転換しましょう

正しく維持管理しましょう

　合併処理浄化槽は、家庭などから出る生活排水（し
尿や台所、お風呂、洗濯などの生活雑排水）の全て
を浄化して、放流できる仕組みとなっており、環境
にやさしい「合併処理浄化槽」への転換が近年強く求
められています。
　市では、合併処理浄化槽への転換を推進するため
に、下水道や農業集落排水の事業計画区域外に合併
処理浄化槽を設置する方に補助制度を設けていま
す。単独処理浄化槽・くみ取り槽の撤去（上限9万円）・
宅内配管（上限30万円）についても右記補助額に上
乗せをしています。詳細は上下水道課までお問い合
わせください。

補助対象となる場合
・対象地域内において生活排水処理未普及解消につ
ながる10人槽以下の設置
・賃借、売買目的など以外の居住用のために個人が
設置する場合

・合併処理浄化槽を設置する建物が店舗・事務所な
ど併用住宅の場合には、その建物の居住部分の床
面積が50パーセント以上のもの

人槽 新築 単独処理浄化槽
からの転換

くみ取り槽
からの転換

5人槽

7人槽

10人槽

・保守点検は浄化槽の機能を正常に保つため
に点検、調整、消毒薬の補充などを行います。

・県に登録された浄化槽保守点検業者に委託
してください。

保守点検
・清掃は浄化槽を使用することでたまった汚泥の
引き抜き、機器類の洗浄などを行います。

・市内には清掃業者が2社ありますので、お住ま
いの地域の担当業者へお問い合わせください。

清掃

・法定検査は浄化槽が適切に維持管理され、本来の機能が発揮されているかを、公正中立な検査機関
が詳細な水質検査などにより確認するものです。

・保守点検・清掃が「浄化槽の健康管理」であるのに対して、法定検査は「浄化槽の健康診断」にあたり
ます。

・県知事の指定を受けた検査機関である（公益財団法人）大分県環境管理協会（　097-567-1855）に
お申し込みください。

　浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置であり、維持管理がとても大切
です。このため、定期的に保守点検・清掃・法定検査を行うことが義務づけられています。
浄化槽を使用している場合は適切な維持管理をお願いします。
　なお、上記補助制度は市の浄化槽区域内で生活排水処理が未普及である状態を解消す
るための制度です。
　市の自然環境をより良くしていくためにも、合併処理浄化槽の設置をお願いします。
　今後、合併処理浄化槽を設置したいというお考えがありましたら、ぜひ一度、上下水
道課にご相談ください。

法定検査

221,000円

276,000円

365,000円

532,000円

614,000円

748,000円

532,000円

614,000円

748,000円

（限度額で表示）

BOD 
生物化学的酸素要求量
の略称。水の汚れを示
す代表的な指標であ
り、数値が大きいほど
汚れていることを示す。

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

単独処理浄化槽

河川、側溝など
13g40g

27g

5g4g

ろ材
大きな固まりと水に溶けた汚れを
分離し、ろ材に付着した嫌気性の
微生物が有機物を分解します。

接触材
接触材に付着した好気性
の微生物がさらに汚水中
の有機物を分解します。

消毒槽
大腸菌や病原菌を薬品
で消毒して、安全な水
に処理します。

綺
麗
に
処
理
さ
れ
た
水

処
理
水
槽

生
活
排
水

嫌気ろ床槽 嫌気ろ床槽

送風機

担体流動
生物ろ過槽

上下水道課　下水道工務係問 72-5197

快適な生活環境を守るために
単独処理浄化槽やくみ取り槽から

合併処理浄化槽へ

　「浄化槽の日」は、浄化槽に関する諸制度
を整備した「浄化槽法」が、昭和60年10月
1日に全面施行されたことに由来します。
　浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭
から出る汚れた水をきれいにすることか
ら、地球の水環境を守る上でとても大切な
設備です。
　みなさんも市の水環境の保全について、
考えてみましょう。

10月1日は
「浄化槽の日」
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